
﹇
44
〜
46

略
﹈

﹇
44
〜
46

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
第
五
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
以
下
「
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
通
知
」
と
い
う
。）」と
、

第
四
百
四
十
六
条
第
五
号
中
「
賦
課
」
と
あ
る
の
は
「
賦
課
並
び
に
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
通
知
」
と
、
第

四
百
四
十
五
条
第
一
号
、
第
四
百
六
十
九
条
第
一
号
及
び
第
五
百
五
十
三
条
第
一
号
中
「
賦
課
」
と
あ
る
の
は

「
賦
課
及
び
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
通
知
」
と
、
第
五
百
四
十
五
条
第
一
号
及
び
第
五
百
五
十
八
条
第
一
号

中
「
徴
収
」
と
あ
る
の
は
「
徴
収
並
び
に
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
通
知
」
と
す
る
。

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
予
防
注
射
）

（
予
防
注
射
の
時
期
）

第
十
一
条

生
後
九
十
一
日
以
上
の
犬
の
所
有
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
犬
に
つ
い
て
、

狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

生
後
九
十
一
日
以
上
の
犬
（
次
項
に
規
定
す
る
犬
で
あ
つ
て
、
三
月
二
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
所
有
さ
れ
る
に
至
つ
た
も
の
を
除
く
。）の
所
有
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
犬
に
つ

い
て
、狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
一
回
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
三
月
二
日
以
降
に
お
い
て
既
に
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
た
犬
に
つ
い
て
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

２

生
後
九
十
一
日
以
上
の
犬
で
あ
つ
て
、
所
有
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
遡
り
一
年
以
内
に
狂
犬
病
の
予
防
注
射

を
受
け
て
い
な
い
も
の
又
は
受
け
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
を
所
有
す
る
に
至
つ
た
者
は
、
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
犬
に
つ
い
て
、
そ
の
犬
を
所
有
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
狂
犬
病

の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

生
後
九
十
一
日
以
上
の
犬
で
あ
つ
て
、
三
月
二
日
（
一
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
そ
の
犬
を

所
有
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
年
の
三
月
二
日
）
以
降
に
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
て
い
な
い

も
の
又
は
受
け
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
を
所
有
す
る
に
至
つ
た
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
犬
に
つ
い
て
、
そ
の
犬
を
所
有
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受

け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犬
を
所
有
者
以
外
の
者

が
管
理
す
る
と
き
は
、
第
一
項
中
「
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
者
」
と
、
前
項
中
「
所
有
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
管
理
す
る
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犬
を
所
有
者
以
外
の
者

が
管
理
す
る
と
き
は
、
第
一
項
中
「
所
有
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
さ
れ
る
」
と
、「
所
有
者
」
と
あ
る
の

は
「
管
理
者
」
と
、
前
項
中
「
所
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
す
る
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
注
射
済
票
の
交
付
）

（
注
射
済
票
の
交
付
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
削
る
）

５

毎
年
三
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
実
施
す
る
狂
犬
病
予
防
注
射
に
つ
い
て
、
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
市
町
村
長
が
交
付
す
る
注
射
済
票
は
、
翌
年
度
の
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
九
年
三
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎


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